
令和元年６月市議会定例会議案件名

議案第８４ 号 専決処分の承認を求めることについて

議案第８５ 号 白河市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

議案第８６ 号 白河市税条例等の一部を改正する条例

議案第８７ 号 白河市東日本大震災による被災者に対する市税等の減免に関する条例の一部を

改正する条例

議案第８８ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

議案第８９ 号 小峰城跡（水懸口北面）石垣修復整備工事請負契約について

議案第９０ 号 小峰城跡（築出櫓）第２期ほか石垣復旧工事請負契約の一部変更について

議案第９１ 号 損害賠償の額の決定及び和解について

議案第９２ 号 令和元年度白河市一般会計補正予算（第１号）

報告第 ５ 号 法人の経営状況について

報告第 ６ 号 平成３０年度白河市継続費繰越しの報告について

報告第 ７ 号 平成３０年度白河市繰越明許費繰越しの報告について

報告第 ８ 号 平成３０年度白河市水道事業会計予算の繰越しの報告について
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令和元年６月市議会定例会議案要旨

議案第８４ 号 専決処分の承認を求めることについて

インフルエンザの流行及び一部の高額給付の発生により、国民健康保険の保

険給付費に係る経費について緊急に予算措置を必要とし、地方自治法第１７９

条第１項の規定により平成３０年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）を専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求

めようとするものであります。

議案第８５ 号 白河市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

選挙長等の報酬額を改定するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第８６ 号 白河市税条例等の一部を改正する条例

地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の寄附金税額控除における特例

控除の対象となる寄附金を改めるなど、所要の改正を行うものであります。

議案第８７ 号 白河市東日本大震災による被災者に対する市税等の減免に関する条例の一部を

改正する条例

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象区域か

ら避難をしている方の国民健康保険税及び介護保険料の減免対象年度を延長す

るため、所要の改正を行うものであります。

議案第８８ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、基礎課税額の限度額を引き上げる

など、所要の改正を行うものであります。

議案第８９ 号 小峰城跡（水懸口北面）石垣修復整備工事請負契約について

議案第９０ 号 小峰城跡（築出櫓）第２期ほか石垣復旧工事請負契約の一部変更について

上２議案については、各工事の請負契約の締結又は一部変更をするため、地

方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を得ようとするもの

であります。

議案第９１ 号 損害賠償の額の決定及び和解について
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市営住宅の管理瑕疵に伴う漏水事故について、損害賠償の額を決定し、和解

をするため、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、

議会の議決を得ようとするものであります。

議案第９２ 号 令和元年度白河市一般会計補正予算（第１号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は３６，７８４千円増額となり、歳入歳出予算総額は

２８，３５６，７８４千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、国庫支出金１４，５００千円、県支出金５，２８６千円、

繰入金３，９９８千円、市債１３，０００千円をそれぞれ増額補正するもので

あります。

歳出については、農林水産業費５，５５３千円、土木費３１，２３１千円を

それぞれ増額補正するものであります。

歳出補正の内容は、次のとおりであります。

銘柄米オール“特Ａ”獲得推進事業 ３，５４３千円

白河市産米風評対策支援事業 ２，０１０千円

公園管理費 ２９，０００千円

公営住宅維持管理費 ２，２３１千円

(2) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。

報告第 ５ 号 法人の経営状況について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、市が出資している白河地方

土地開発公社、公益財団法人白河観光物産協会、株式会社ひがし振興公社及び

一般社団法人産業サポート白河の経営状況を説明する書類を議会に提出するも

のであります。

報告第 ６ 号 平成３０年度白河市継続費繰越しの報告について

庁舎耐震補強事業及び釜子小学校建設事業屋内運動場等工事に係る継続費に

おいて、平成３０年度内に支出が終わらなかったものがあるので、逓次繰り越

して使用するため、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、継続費
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繰越計算書により議会に報告するものであります。

報告第 ７ 号 平成３０年度白河市繰越明許費繰越しの報告について

地方自治法施行令第１４６条第１項の規定により、平成３０年度白河市一般

会計予算及び平成３０年度白河市公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費に

係る歳出予算の経費を令和元年度へ繰り越したので、同条第２項の規定により、

繰越明許費繰越計算書により議会に報告するものであります。

報告第 ８ 号 平成３０年度白河市水道事業会計予算の繰越しの報告について

地方公営企業法第２６条第１項の規定により、平成３０年度白河市水道事業

会計予算の経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものがあるので、令

和元年度へ繰り越して使用するため、同条第３項の規定により、繰越計算書に

より議会に報告するものであります。


